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まちだの未来を描くまちだの未来を描く
町田市基本計画「（仮称）まちだ未来づくりプラン」案・
「（仮称）町田市新５ヵ年計画」案の概要をご紹介します

　市では、将来の町田を見据え、２０１２（平成２４）年度から２０２１（平成３３）
年度までの１０年間に、何を目標にどのようにまちづくりを進めていくの
かを示す町田市基本計画「（仮称）まちだ未来づくりプラン」の策定に取
り組んでいます。
　この度、学識経験者や市内でさまざまな活動を行っている市民団体の
代表者で構成される「町田市長期計画審議会」による検討や、約１,２００人
の「町田市基本計画検討市民モニター」の皆さんからのご意見をもとに、
計画案が完成しましたのでご紹介します。
　この計画は、１０年を超えた長期的な視点で取り組む「未来づくりプロ
ジェクト」、１０年間のまちづくりの方向性を示す「基本目標」、行政経営
課題の解決に向けた改革の方向性を示す「行政経営基本方針」で構成し
ています。
　また、町田市基本計画「（仮称）まちだ未来づくりプラン」で示した方
向性や道筋を具体化するための実行計画として、「（仮称）町田市新5ヵ
年計画」の策定も進めています。

町田市基本計画

「まちだ未来づくりプラン」

【計画間の関係図】

町田市新５ヵ年計画

町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」」

【計画期間】 年度

○日時　8月21日（日）午後1時～4時
○会場　市役所本庁舎地下 特別会議室
○内容

　申し込み時に参加ご希望の分科会をお伝え下さい。ご希望に添えな
い場合もありますのでご了承下さい。
○定員　１００人（申し込み順）
○申し込み　8月15日午後５時までに電話でイベントダイヤル（辺辺７２４
・５６５６）へ

第１部　新基本計画「（仮称）まちだ未来づくりプラン」案の説明
第２部　基本目標ごとの市民討論会（分科会形式）
　①将来を担う人が育つまちをつくる
 〔子育て、教育分野〕
　②安心して生活できるまちをつくる
 〔保健福祉、市民生活分野〕
　③賑わいのあるまちをつくる
 〔経済、文化・スポーツ分野〕
　④暮らしやすいまちをつくる
 　〔都市基盤、環境分野〕

次期５ヵ年計画

町田市新５ヵ年計画

重点事業プラン
基本目標を達成する
ための重点事業

行政経営改革プラン
行政経営基本方針に 
基づく取り組み

財政見通し
歳入・歳出の見込み 
財政指標の見通し

まちだ未来づくりミーティング
（新基本計画市民説明会）

（木）から／８１１ ／９９（金）までご意見を募集します ／８２１（日）市民説明会を開催します

未来づくりプロジェクト

提
出
方
法

①郵送　企画政策課（〒１９４−８５２０、中町１−２０−２３）へ。配布資料に添付している
専用封筒（料金受取人払郵便）がご利用いただけます。

②ファックス　返７２４・３０７２
③電子メール　mcity800@city.machida.tokyo.jp
④窓口への提出　企画政策課（市役所本庁舎３階）ほか、上記資料配布窓口へ

資
料
の
閲
覧
及
び
配
布

　町田市ホームページに掲載するほか、以下の窓口で資料の閲覧及び配布を行っ
ています。
企画政策課（市役所本庁舎３階）、市民相談室（市役所本庁舎１階）、市政情報
やまびこ（市役所中町分庁舎１階）、市民協働推進課（町田市民フォーラム３階）、
各市民センター、木曽山崎・玉川学園文化の各センター、町田・南町田の各駅前
連絡所、各市立図書館、町田市民文学館

　※それぞれの窓口で開庁日時が異なります。確認のうえ、おいで下さい。

注
意
事
項

・書式は自由ですが、住所、氏名、連絡先、件名「（仮称）まちだ未来づくりプラ
ン案・（仮称）町田市新５ヵ年計画案」をご記入下さい。

・電話や窓口での口頭によるご意見はお受けできません。
・ご意見への個別の回答は行いません。
・公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹謗中傷が含まれるもの
は無効とします。

・寄せられたご意見の概要及び市の考え方は、個人情報を除き、１１月に公表する
予定です。

パブリックコメント実施概要

基本目標 行政経営基本方針

※具体化するための実行計画として

※３つの計画はそれぞれ連動しています。



３３．．団地再生に向けたプロジェク団地再生に向けたプロジェクトト

　団地を町田の資産と捉え、その魅力をさらに高
めていきます。生活サービス機能の充実やコミュ
ニティ機能の向上など、団地を核としたまちづく
りを進めます。

５５．．基幹交通機能を強化す基幹交通機能を強化するる
プロジェクプロジェクトト

　市内の移動のしやすさを向上させるため、南北、
東西を貫く新たな交通システムの構築や路線バス
の定時性・速達性の向上など、基幹交通機能を強
化する取り組みを進めます。

　「未来づくりプロジェクト」
は、都市としての魅力を高める
ための取り組みです。交通の結
節点やみどり豊かな丘陵地など
のまちの強みと、市民協働、環
境に配慮したまちづくりなどの
市民生活をより充実させるため
の要素を結び、１０年を超える長
期的な視点に立って取り組みを
進めます。

５５つの未来づくりプロジェクつの未来づくりプロジェクトト

４つの基本目標

　将来を担う人が育つまちをつくるために、子育て家庭を支える取り
組みや、子どもの生きる力をはぐくむ取り組み、誰もが自ら学ぶこと
ができ、その成果をまちづくりに生かす仕組みづくりを進めます。

５つの未来づくりプロジェクト

４つの基本目標

基本目標基本目標ⅠⅠ 将来を担う人が育つまちをつくる
　誰もが安心して生活できるまちをつくるために、予防医療の推進、
医療相談体制の充実などの健康に暮らせるまちづくりや、それぞれの
身体や生活の状況に応じた支援、地域活動の支援などの取り組みを進
めます。また、大規模災害や感染症などに強いまちを目指した取り組
みを進めます。

基本目標基本目標ⅡⅡ 安心して生活できるまちをつくる
　賑わいのあるまちをつくるために、産業の育成や活性化、市民誰も
が文化芸術・スポーツを核に活躍・交流できる場づくりなどの取り組
みを進めます。また、まちの魅力を高め、それらを発信していく取り
組みを進めます。

基本目標基本目標ⅢⅢ 賑わいのあるまちをつくる
　誰もが暮らしやすいまちをつくるために、道路網、公共交通など交
通環境の充実や、良質な住まいづくり、住宅地形成の誘導など住環境
の向上を目指した取り組みを進めます。また、みどりの保全や、地球
温暖化防止、資源循環型社会の構築など環境に配慮したまちづくりに
取り組みます。

基本目標基本目標ⅣⅣ 暮らしやすいまちをつくる

　計画の内容を体系的に説明するため、まちだ未来づくりプランと町田
市新５ヵ年計画をあわせて表示しています。

４４．．みどりのまちづくりみどりのまちづくりをを
推進するプロジェク推進するプロジェクトト

　多くの人に町田のみど
りを楽しんでもらえるよ
う、薬師池公園をはじめ
とする主要な公園の充実
や、全市を上げた花とみ
どりのまちづくりなど、
魅力をさらに高める取り
組みを進めます。

安心できる
居住環境づくり

新たな交通
システムの構築

路線バスの
利便性の向上

この欄の見方

２２．．町田駅周辺の魅力町田駅周辺の魅力をを向上させる向上させる
プロジェプロジェククトト

　多くの人が市内外から集
い、楽しめる街になるため、
ゆとりの空間の確保や新たな
賑わいの創出など、町田駅周
辺の魅力を向上させる取り組
みを進めます。

１１．．地域社会づくりを基本とす地域社会づくりを基本とするる
まちづくりプロジェクまちづくりプロジェクトト

　地域の特性を生かし、実情に応じたまちづくりを進め
るため、町内会・自治会や地域安全、保健・福祉、生涯
学習、文化・スポーツ、自然・環境などをテーマに地域
で活躍している団体と行政とが協働で地域づくりを進め
ます。

花とみどりの
まちづくり

主要な
公園の充実

基本政策１　安心して、楽しく子育てができるまちをつくる

政策１
安心して子どもを産み
育てられる環境をつくる

政策２
楽しく子育てができる
環境をつくる

主な
重点事業

●保育所の整備
●子育て相談拠点の充実

基本政策２　子どもが生きる力をはぐくむまちをつくる

政策１
児童・生徒の多様な能力
をはぐくむ環境をつくる

政策２
良好な教育環境をつくる

主な
重点事業

●小・中学校の衛生・空調設備の整備
●地域と連携した教育活動

基本政策３　生涯にわたって学び、成長できるまちをつくる

政策１
青少年の健やかな成長を
支える環境をつくる

政策２
生涯にわたって学べる
環境をつくる

主な
重点事業

●子どもの活動拠点の整備
●生涯学習拠点の整備

基本政策１　健康に生活できるまちをつくる

主な
重点事業

●健康づくりの推進
●健康危機管理計画策定

政策１
市民の健康を増進する

政策２
市民の健康を守る

政策３
医療環境の充実を図る

基本政策４　安全に生活できるまちをつくる

主な
重点事業

●地震対策
●協働パトロール隊設立

政策１
災害に強い社会をつくる

政策２
市民生活の安全を守る

基本政策３　地域で充実した生活を送れるまちをつくる

主な
重点事業

●地域コミュニティ施設整備
●地域活動の窓口設置

政策１
地域のつながりを高める

政策２
互いを尊重する社会をつくる

基本政策２　みんなが支え合うまちをつくる

政策１
高齢者がいきいきと生
活できる環境をつくる

政策２
高齢者が住み慣れた地域で
生活できる環境をつくる

政策３
障がい者がその人らしく
生活できる環境をつくる

政策４
市民の生活を支える

政策５
みんなが福祉に携わる
環境をつくる

主な
重点事業

●地域高齢者支援
●老人福祉施設整備
●地域福祉活動支援

基本政策３　魅力にあふれ、何度でも訪れたくなるまちをつくる

政策１
まちの魅力を高める

政策２
まちの魅力を発信する

主な
重点事業

●市内イベントの振興
●観光推進体制の充実
●シティプロモーション基本方針の設定

基本政策２　文化芸術活動やスポーツが盛んなまちをつくる

政策１
誰もが文化芸術に親しめる
環境をつくる

政策２
誰もがスポーツに親しめる
環境をつくる

主な
重点事業

●文化芸術の拠点施設の整備
●地域のスポーツ環境の整備

基本政策１　経済活動が盛んなまちをつくる

政策１
活気ある商業空間をつくる

政策２
ものづくり産業を活性化する

政策３
農を支える環境をつくる

政策４
企業が活発に活動できる
環境をつくる

主な
重点事業

●中心市街地活性化の推進
●市民交流型農業の推進
●起業の支援

基本政策１　誰もが移動しやすいまちをつくる

政策１
円滑に移動できる道路網を
つくる

政策２
快適な道路環境をつくる

政策３
利便性の高い交通環境を
つくる

政策４
多様な移動手段を確保する

主な
重点事業

●都市計画道路の整備
●路線バス利用環境の整備
●駅前広場の整備

基本政策２　良好な住環境のまちをつくる

政策１
多様な住まいを
確保する

政策２
歩いて暮らせる環境を
つくる

政策３
地域の計画的な
まちづくりを進める

主な
重点事業 ●団地再生の検討

基本政策３　みどり豊かなまちをつくる

政策１
身近なみどりを増やす

政策２
まとまりのあるみどりを
保全する

主な
重点事業

●街区公園の整備
●北部丘陵の整備

基本政策４　環境に配慮したまちをつくる

政策１
地球温暖化対策を
進める

政策２
循環型社会をつくる

政策３
良好な生活環境を
つくる

主な
重点事業

●自然エネルギー利用の促進
●資源循環型施設の整備

主な
重点事業 閣 　町田市新５ヵ年計画（重点事業プラン）　で

取り組む代表的な事業

閣 　まちだ未来づくりプラン　　の基本政策を実
現するための方策

閣 　まちだ未来づくりプラン　の基本目標を実
現するための方針基本政策

政策１

地域の
拠点づくり

地域の多様な
担い手の
活躍・連携

魅力ある
空間づくり

新たな賑わい
の創出

コミュニティ
づくり
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お問い合わせ先

３３つの行政経営基本方つの行政経営基本方針針

●未来づくり特集号について　…………企画政策課（辺７２４・２１０３、返７２４・３０７２）
　４面　行政経営基本方針について……経営改革室（辺７２４・２５０３、返７２４・１１６３）
　４面　財政見通しについて……………財政課（辺７２４・２１４９、返７２４・１１７２）

２２００１１２２年年４４月月 ままちちだだのの未未来来づづくくりりがが始始ままりりまますす！！
～計画の公表は２０１１年１２月です～計画の公表は２０１１年１２月です～～

基本方針
１

市民と問題意識を共有し、共に地市民と問題意識を共有し、共に地域域
課題に取り組課題に取り組むむ

●適切な広報手段の選択
●対話型懇談会の実施
●市民協働の基本方針及び推進計画
の策定

改革項目

主な
取り組み

外部意見の
活用

きめこまやかな
広報活動の実現

基本方針
２

市民の期待にこたえられるよう、市民の期待にこたえられるよう、市市
役所の能力を高め役所の能力を高めるる

●ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組み
●新たな採用試験制度の構築
●地域主権戦略大綱を踏まえた執行体制の整備
●管理・運営形態への民間活力の導入

改革項目

管理・運営形態
の多様化

組織経営機能
の強化

人材の育成
と登用

職員の意欲
向上

主な
取り組み

基本方針
３

いつでも適切な市民サービスが提いつでも適切な市民サービスが提供供
できる財政基盤をつくできる財政基盤をつくるる

●新たな公会計制度の導入

●事業の見直しによる歳出の削減

●市有財産の有効活用

改革項目

主な
取り組み

財政運営の
最適化

市有財産の
戦略的活用

　社会環境の変化に柔軟に対応し、市民視点に立った効率的・効果的な行政経営を実現するため、３つの行政経営基本
方針を掲げ、行政経営改革を進めます。

市民との協力
関係の構築

市民の声の
組織的活用

この欄の見方
　計画の内容を体系的に説明するため、まちだ未来づくりプランと町田
市新５ヵ年計画をあわせて表示しています。

　まちだ未来づくりプラン　の行政経営基本
方針

　まちだ未来づくりプラン　　の行政経営基本
方針を実現するための項目

町田市新５ヵ年計画（行政経営改革プラン）
における代表的な取り組み

主な
取り組み 閣

閣

閣基本方針

改革項目

　「財政見通し」は「町田市新５
ヵ年計画」を構成するもので、
将来にわたり財政の健全性を確
保するために２０１２（平成２４）年
度から２０１６（平成２８）年度まで
の歳入・歳出（一般財源）の見
通しを立て、「重点事業プラン」・
「行政経営改革プラン」の活動を
支える財政的な裏付けを示して
います。

 （単位：百万円）

5ヵ年合計2016年度
（平成28年度）

2015年度
（平成27年度）

2014年度
（平成26年度）

2013年度
（平成25年度）

2012年度
（平成24年度）

414,43382,85382,87782,79182,65683,256歳　入（一般財源）

421,81384,54785,08784,54284,38183,256歳　出（一般財源）

▲7,380▲1,694▲2,210▲1,751▲1,7250歳入－歳出
（＝▲収支不足額）

 （単位：百万円）収支不足額への対応
1,660繰出金の削減（下水道事業会計・病院事業会計）

4,120経常事業費の縮減見込額

1,600市税徴収率向上による増収見込額

7,380対応額　合計

財政見通財政見通しし（町田市新５ヵ年（町田市新５ヵ年計計画）画）

徹底した歳出の削減
と歳入の確保


